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新型コロナウイルス感染症に伴う　 支援について （8/12 現在の情報になります）

※給付金については、重複して申請が出来ないものがございます。詳細につきましては各給付金窓口へお問い合わせください。

〈霧島市〉事業継続支援給付金
(第3期)

〈霧島市〉事業継続支援給付金
（令和3年度飲食店取引事業者緊急支援型）

　新型コロナウイルス感染拡大に伴う外出自粛や飲食店への営
業時間短縮要請等の影響により、経済的に大きな影響を受け、
売上が減少し、事業継続が困難となっている市内中小企業等（個
人事業主を含む）に対し、給付金を給付します。

対象者
市内に事業所（店舗）がある中小企業基本法第 2 条第 1 項に
規定する中小企業者等（農林水産業者を含む。）なお、フリーラ
ンスを含む個人事業主については、全収入の 2分の 1以上が事
業活動における収入であるものに限るものとし、かつ、同事業
者のうち市内に事業所を有しないものは令和 3年 4月 1日時点
において、本市の住民基本台帳に記載されている方に限ります。
※ただし、次に掲げる事業者等を除く。
１．�国の月次支援金の対象となる事業者
２．�鹿児島県事業継続支援給付事業の対象となる事業者
３．�鹿児島県新型コロナウイルス感染症対策時短要請協力金の
対象となる飲食店

４．�次に掲げる霧島市事業継続支援給付金の給付を受けた事業者
　��・令和 3年度タクシー事業者等緊急支援型
　��・令和 3年度タクシー事業者等緊急支援型第 2期
　��・令和 3年度飲食店取引事業者緊急支援型

給付要件
１．�令和 3 年 4 月 1 日時点で、霧島市内で事業を営んでおり、
今後も引き続き市内で事業を継続する意思があること。

２．�令和 3年 5 月又は 6月の売上が前年又は前々年同月等の売
上と比較して 20％以上 50％未満の範囲内で減少している
こと。

３．�令和元年分又は令和2年分の事業所得を申告していること。
４．�令和元年又は令和 2年に市税を収めていること。
５．�新型コロナウイルス感染症拡大防止対策において、国・県・
市の施策に沿った協力をしていること。

６．�政治団体、宗教上の組織若しくは団体でないこと。
７．�風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律に規定す
る「性風俗関連特殊営業」又は当該営業に係る「接客業務
受託営業」を行う事業者でないこと。

８．�反社会的勢力ではないこと又は関与していないこと。
９．�給付金の趣旨に照らし、給付金を支給することが適当であ
ること。

　詳細は市ホームページ（右下QR）をご確認ください。

給付額
・法人：一律 20 万円
・個人事業者：一律 10 万円

申請受付期限
令和 3 年 9 月 30 日（木）まで　※消印有効

　新型コロナウイルスの感染拡大により、鹿児島県が令和 3 年
5 月 10 日から令和 3 年 6 月 20 日までの期間、市内飲食店を
対象に営業時間の短縮等を要請したことなどに伴い、飲食店との
取引が減少するなど大きな影響を受けている市内の飲食店取引事
業者の事業継続を支援及び下支えするため給付金を給付します。

対象者
飲食店取引事業者
＊�飲食店の求めにより当該飲食店の業務に供する物品又はその
運営に必要なサービスを直接かつ継続して供給する法人及び
個人事業者のことをいいます。

＊�フリーランスを含む個人事業者については、全収入（一時収
入等を除く。）の 2分の 1 以上が事業活動における収入であ
るものに限るものとし、かつ、同事業者のうち事業所を有し
ないものは令和 3年 4 月 1 日時点において、本市の住民基本
台帳に記録されている方に限ります。

＊�開業以降、同一の飲食店と複数回の直接取引を行っている方
に限ります。

＊�取引先の飲食店は、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶
店営業の営業許可を取得し、主として注文により直ちにその
場所で料理、その他の食料品又は飲料を飲食させる事業所が
対象です。

＊�霧島市事業継続支援給付金（令和 3年度タクシー事業者等緊
急支援型）の給付を受けた方は申請できません。

給付要件
１．�令和 3年 4 月 1 日時点で霧島市内で事業を営んでおり、今
後も引き続き市内で事業を継続する意思があること。

２．�令和元年 5月31日以前から引き続き市内で事業を継続してい
る飲食店取引事業者の場合は、令和3年 5月又は令和3年 6
月のいずれか指定する1か月の売上が、前年同月又は前々年
同月と比較して、30パーセント以上減少していること。

３．�令和元年 6月1日から令和 3年 4月1日の間に事業を開始し
た飲食店取引事業者の場合は、令和 3年 5 月又は令和 3年
6 月のいずれか指定する 1か月の売上が、令和元年 7月か
ら令和3年4月までの間の任意の1か月と比較して、30パー
セント以上減少していること。

４．�令和元年分又は令和 2 年分の事業所得、雇用契約によら
ない業務委託契約等に基づく事業活動による雑所得又は
給与所得並びに不動産所得のいずれかの所得を申告して
いること。

５．�令和元（平成 31）年又は令和 2年に市税（法人においては
法人市民税）を納めていること。　他

　詳細は市ホームページ（右下QR）をご確認ください。

給付額
・法人：一律 30 万円
・個人事業者：一律 15 万円

申請受付期限
令和 3 年 8 月 31 日（火）まで　※消印有効

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、原則、郵便で受け付けます。ご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。
【送付先】  【問い合わせ先】 
〒899-4394��霧島市国分中央三丁目 45 番 1号�� 霧島市商工振興課�
霧島市商工振興課「事業継続支援給付金」担当宛て� TEL.0995-55 -1603�（土日・祝日を除く8:15 〜 17:00）

第3期 令和3年度飲食店
取引事業者緊急支援型

申
請
方
法
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新型コロナウイルス感染症に伴う　 支援について （8/12 現在の情報になります）

対象者  
①・個人事業者　�鹿児島県内に主たる事業所を有する又は納税

地を鹿児島県内としている者
　・中小法人等　�鹿児島県内に本店又は主たる事務所（いずれも

登記簿上の記載）を有しており、次の要件を満た
す中小企業、医療法人、農業法人、NPO法人等

　　　　　　　　ア�資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること。
　　　　　　　　イ�資本金の額又は出資の総額が定められていない場合

は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること。
②�対象期間（令和 3年 5月～ 6月）において、県による飲食店へ
の営業時間短縮要請や県外との往来自粛要請等に伴い、前年又
は前々年同月比で事業収入が 50％以上減少した月があること。
③�令和 3年 4月以前から事業により事業収入を得ており、今後
も事業継続する意思があること。
※下記に該当する場合は支援の対象外になります。
・�県が令和 3年 5月から 6月までの間に実施した営業時間短縮
要請の対象の飲食店を有する事業者
・�国の月次支援金の 5月分及び 6月分のいずれか又は両方を受
給した事業者（※今後、受給する場合も含みます。）

給付額  
「前年又は前々年の対象期間の収入額」－「対象月※の収入額」×２か月
※�対象期間のうち、事業収入が前年又は前々年同月比 50%以上
減少した月
中小法人等：上限 30 万円
個人事業者：上限 15 万円

申請受付期限  
令和 3年 9月 7日（火）まで　※当日消印有効
※�令和 3年 5月分及び 6月分の国の月次支援金を
申請し、不給付となった事業者について令和 3
年11月1日（月）（必着）まで申請を受け付けます。
ただし、証拠書類等が必要になります。詳細は
県ホームページ（右QR）をご確認ください。

問い合わせ先  
鹿児島県事業継続一時支援金コールセンター
TEL.099-201-6202（土日・祝日を除く 9:00 〜 17:00）

鹿児島県事業継続一時支援金
　県による飲食店への営業時間の短縮要請、県外との往来自粛要請等に伴い、売上高が大きく減少している県内の中小企業、個人事
業主等に対して、事業全般に広く充当できる支援金を給付し、事業者の事業継続を図ります。

鹿児島県事業
継続一時支援金

6月分の月次支援金の申請期間は2021年7月1日～8月31日です。
7月分の月次支援金の申請期間は2021年8月1日～9月30日です。
8月分の月次支援金の申請期間は2021年9月1日～10月31日です。

3 商品券取扱店募集中！



　飲食店が実施する新型コロナウイルス感染防止対策用品の整
備等に要する経費について補助します。

補助対象者
県内飲食店を経営する事業者
※�飲食店とは、食品衛生法に基づく営業許可証（飲食店又は喫茶
店、菓子製造業に限る）を取得している施設で、客に飲食をさ
せることを目的とした設備を有し、専ら集客を目的とする施設
　�対象施設例／食堂、レストラン、料理店、カフェ、喫茶店、焼き肉屋、居酒屋、
スナック、バー、キャバレー、ナイトクラブ、ネットカフェ、漫画喫茶、カラ
オケ店、ゴルフ場・温泉施設等内のレストラン、イートインスペースがある
洋菓子店・パン屋　等
　�対象外施設例／デリバリー・テイクアウト専門店、スーパーマーケットや
コンビニエンスストアのイートインスペース、宿泊施設内にある宿泊施設直
営の飲食店、一般客が利用できない学校給食・病院給食・社員食堂　等
　※�あくまでも例示であり、施設の営業形態等によって対象となるかが
異なる場合があります。詳細は県ホームページをご確認ください。

補助内容
補助対象経費�感染防止対策物品の購入費等（令和 3年 4月 1日
から令和 3年 8月 31 日までの間に購入し代金を支払ったもの）
・補助率　10/10 以内
・補助額　1店舗あたり上限 10 万円　

申請期間
令和 3年 9月 30 日（木）まで（当日消印有効）

申請書等の入手方法
・�鹿児島県庁ホームページ
・�本庁・出先（県庁商工政策課、各地域振興局・支庁総務企画課、
支庁事務所総務担当課（係））

申請書の提出方法
郵送のみ（簡易書留又はレターパック）
※ �1 事業者が複数店舗経営している場合、まとめて申請を行う
必要があります。（１事業者あたり申請は１回まで）

申請・問い合わせ先
鹿児島県飲食店感染防止対策強化支援事業事務局
（〒892-0825�鹿児島市大黒町 1-3�ブラザー鹿児島ビル 3階 -1）
コールセンター：099-201-3241
　　　　　　��　（9:00 〜 17:00/ 土日祝除く）

補助金対象者
補助金の交付の目的となる中小・小規模事業者を経営する法人
又は個人
※詳細な条件についてはホームページよりご確認ください。

補助金対象店舗（事業所）
補助金対象者が経営する店舗（事業所）であって、次のいずれ
にも該当するもの
１．鹿児島県内にあること。
２．�令和 3年 3月 10 日から令和 3年 9月 30 日までの期間内に、
非接触型のキャッシュレス決済サービスの加盟手続きが完
了すること。

３．�必要な端末等の代金支払いを令和 3年 3月 10 日から令和 3
年 9月 30 日までの期間内に完了し、かつ同期間内に非接触
型のキャッシュレス決済サービスの利用を開始すること。

補助率・補助上限額
・補助率　4/5 以内
・補助額　1事業者あたり上限 10 万円
※ �1 事業者が複数店舗経営している場合、まとめて申請を行う
必要があります。

申請期間
令和 3年 9月 30 日（木）まで（消印有効）
※�上記期間内においても、補助金交付決定額が予算額に達する目
処が立った時点で受付を締め切りますので、非接触型のキャッ
シュレス決済サービスを導入したら、速やかに申請してください。

申請書等の入手方法
・鹿児島県庁ホームページ
・�本庁・出先（県庁商工政策課、各地域振興局・支庁総務企画課、
各支庁事務所総務担当課（係））

申請書の送付方法
郵送のみ（簡易書留又はレターパック）
※申請は１事業者あたり１回までです。
※県の他の補助金と併用して申請することはできません。

問い合わせ先
鹿児島県キャッシュレス導入支援事業事務局
（〒892-0821�鹿児島市名山町 1-7�
��クリスタルビル 3階）
コールセンター：099-295-3888
　　　　　　　��（9:00 〜 17:00/ 土日祝除く）

飲食店の感染防止対策を支援します！

中小 ・ 小規模事業者の
キャッシュレス導入に要する経費を支援します！

県庁HP

県庁HP

＊検定合格＊
＊おめでとう＊
※本人掲載承諾のあった方のみ
　掲載しています。【敬称略】

段位・暗算�
準初段� 宮　田　采　奈
� （中原珠算教室）

珠算の部
3 級� 鳥　原　　　健
� （迫井そろばん教室）
準 3級� 冨　田　愛　琴
� （大河原珠算教室）

5級� 富　尾　結　衣
� （富尾千代絵）
6級� 富　尾　　　綾
� （富尾千代絵）

（2021年6月27日施行）
珠算・暗算検定合格者

4商品券取扱店募集中！



制度導入までのスケジュール

令和3年10月１日 令和5年10月１日

登録申請書は、令和3年10月１日
から提出が可能です。

令和5年10月１日から登録を受けるためには、原則として、
令和5年3月3１日までに登録申請書を提出する必要があります。

登録申請書の
受付開始

インボイス制度
の導入

令和5年3月3１日

登録事業者になろうとする事業者の方は「適格請求書発行事業者の登録申請書（登録申請書）」の提出が必要です。登録
申請書提出後、税務署から登録番号などの通知が行われます。
※登録番号については、法人番号を有する事業者の方は「T+法人番号」、それ以外の事業者の方は「T+13桁の数字（新
たな固有の番号）」が登録番号となります。

令和５年 10 月１日から「適格請求書等保存方式（インボイス制度）」が導入されます。
適格請求書発行事業者（登録事業者）のみが適格請求書（インボイス）を交付することができます。

事業者の方へ　消費税 インボイス制度
令和３年10月1日から登録申請書受付開始！

インボイス制度の概要について
・適格請求書（インボイス）とは
　売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
　�具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類
やデータをいいます。
・インボイス制度とは
　＜売手側＞
　　�売手である登録事業者は、買手である取引相手（課税事業者）から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません
（また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります）。

　＜買手側＞
　　�買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手（売手）である登録事業者から交付を受けたインボイス（※）
の保存等が必要となります。

　　（※）�買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項（インボイスに記載が必要な事項）が記載され取引相手の確認を
受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

ご利用いただける方 　新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方であって、所定の要件に該当
し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方

資金のお使いみち 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備資金および運転資金
融資限度額 8,000 万円（別枠）

利率（年）
基準金利 1.26 ～ 1.65
ただし、6,000 万円を限度として融資後 3年目までは基準利率△ 0.9％（注）、4年目以降は基準利率
（注）�一部の対象者については、基準利率 -0.9％の部分に対して中小企業基盤整備機構から利子補給を受ける

ことにより、当初 3年間が実質無利子となります。

ご返済期間 設備資金�20 年以内（うち据置期間 5年以内）
運転資金�15 年以内（うち据置期間 5年以内）

担保 無担保
ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。�【お問い合せ先】 中小企業相談所　TEL.�0995-45-2552

新型コロナウイルス感染症特別貸付
新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に業況悪化を来しているみなさまを対象とした

「新型コロナウイルス感染症特別貸付」を取り扱っております。

インボイス制度に関する問い合わせ先 ［専用ダイヤル］0120-205-553（9:00~17:00/ 土日祝日除く）

特設サイト
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取締役  瀬戸口 佑太 氏　
当社は、1988 年設立、建築物における鉄筋加工、取り付け業務を鹿児島、宮崎の両県にわたり活動しています。

従業員は 13 名、人手不足の影響もありベトナムからの技能実習生を 3 名受け入れています。新型コロナウイルス
による影響で、現場活動の停止、再開後の工期短縮の対応のため、従業員の作業効率化を図り、生産性向上を行
うことが不可欠となってきました。そこでこの危機を乗り越えるために、ものづくり・商業・サービス生産性向
上促進補助金を活用して設備導入を図ることを目標に取り組んでまいりました。

なんとか自分で公募要領を読み込み、事業計画書や数値目標を作成してみましたが、これでいいかがわからず、
提出前に商工会議所へ相談しました。

担当となった横井経営指導員から、事業計画書の作成にあたり、最初にストーリー性、一貫性、実現可能な数
値目標、資料の見易さが重要ですと指導を受けました。訪問やメールで何度もやり取りを重ね道筋を作っていた
だいたことに感謝しています。採択後も交付申請、完成検査、実績報告にいたるまで、困ったことがあると相談
させていただき無事に事業完了することができました。

ものづくり補助金採択のあとも、こういう補助金がありますとご紹介いただいて、昨年度は合計 4 つの補助金
に採択され、先端技術の設備を導入することができました。加工工程での作業時間短縮、加工業務の少人数化が
可能となり従業員の作業負担、事業所の設備投資額の負担の軽減に寄与することができました。

これからも設備を有効活用し、事業所および霧島市の発展のために努力していきます。

［商工会議所経営支援レポート］	 中小企業相談所		横井	竜也　
事業所をこういう風にしたいとの思いが強い佑太様の意思を尊重しつつ、事業計画書作成の際は、1 項目ごと

丁寧に作成させていただきました。昼は現場に出て、夜間に資料作りをすることは大変だったことでしょう。こ
のコロナ禍を様々な制度を活用して乗り越えてください。今度は、経営革新計画取得に向け共に頑張っていきま
しょう。

補助金等活用事業者紹介 当社も活用しました!
〈商　号〉有限会社 瀬戸口鉄筋工業　代表取締役　瀬戸口 秀一
〈所在地〉霧島市国分清水三丁目 7 番 11 号
〈業　種〉鉄筋工事業
〈活用した施策等〉 1. ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
 2. 小規模事業者持続化補助金〈コロナ特別対応型〉
 3. 県地場産業緊急支援対策事業
 4. 市ビジネス展開支援事業補助金
 5. 先端設備等導入計画

コロナでお困りの中小企業のみなさまへ
融資相談会のご案内

霧島商工会議所中小企業相談所では，日本政策金融公庫、鹿児島県制度融資等の融資相談会を開催いたします。
当日は、日本政策金融公庫鹿児島支店融資担当者がご相談・お申込みを承ります。

新型コロナウイルス感染症の影響により売り上げが減少し、事業資金を必要とされている方など相談の上、迅
速に対応いたします。

日　時：令和 3 年 9 月 17 日（金）10:00~16:00
　　　　 ※ 事前の申し込みが必要となります。
会　場：霧島商工会議所　中小企業相談所
　　　　 （霧島市国分中央三丁目 44 番 36 号）
申込先（お問い合わせ）：霧島商工会議所 中小企業相談所
　　　　　　　　　　　　 TEL 0995-45-2552  
　　　　　　　　　　　　 FAX 0995-45-5669
※ご相談いただいた相談内容は、厳重に管理いたしますので
　安心してご相談下さい。

・ 感染防止に対応した店舗に改装を行いたい。
そのための設備資金を貸してほしい。

・ 感染症の影響により、手許資金が少なくなったの
で、今後に備え運転資金を確保しておきたい。

・ 売上が回復しないなかで、借入金の返済が始
まってしまう。元金返済をもう少し伸ばしたい。
毎月の返済額を減らしたい。

ご相談内容の例
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霧島 YEG では、7 月11日に毎年恒例のゴミ 0 運動と研修委員会主催の防災研修を行いました。
ゴミ 0 運動では、16 名の部員の参加があり、朝７時から国分中央エリアのゴミ拾いを行いました。その後

の防災研修では防災食（アルファ米）の試食や霧島消防局様より講師を招き、『災害時における応急処置のやり
方』と題し講習会を開催しました。実際にケガをした時の止血法や保温の方法、身近にあるものを使った応急
担架の作り方や搬送方法などを教えていただきました。

最後に、災害対応シミュレーション『防災クロスロード』を行いました。もしもの状況を考え、それぞれに意
見が飛び交い参加者全員が防災について考えるきっかけになったのではと思います。

小松 真也 さん

新入部員の小松と申します。国分のワインバー NICO で働いております。NICO はワ
インやウイスキー、焼酎などをゆったりした空間でお楽しみいただけます。

アルコールが飲めない方は雰囲気だけでも楽しめるノンアルコールのスパークリング
もございます。二次会等はもちろん、お1人様でもお気軽にお越しください。

会社紹介　『ワインバー NICO』
鹿児島県霧島市国分中央 3-806-1 2F
営業時間：18：30 〜 24：00
定休日：日曜日

ゴミ0運動＆防災研修事業

〜霧島商工会議所青年部　新入部員紹介〜

防災食（アルファ米） 防災クロスロードを行っている様子 ゴミ0運動の実施
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食材情報
の

〜かぼちゃ編〜

レシピの詳細については、
JAあいらのコミュニティー誌
「あいらいく」をご覧ください。

おすすめ 「かぼちゃ」 アレンジメニュー

I♡Raちゃん
あいら

かぼちゃのスープ

姶♡LOVE和牛女子 監修
かぼちゃの牛肉巻き

※ 「姶♡ LOVE 和牛女子」は JA あいら管内 ( 霧島市・
姶良市・湧水町 ) で肉用牛を飼育する女性農業者グ
ループです。

かぼちゃはウリ科に属するつる性の植物で、現在ＪＡあいら管内で
は、西洋かぼちゃの「えびす」・「栗天下」・「くり将軍ネオ」が主に
栽培されています。
「えびす」は煮くずれしにくいので煮物。「栗天下」や「くり将軍ネオ」
はスープにとても合います。その他、かぼちゃの美味しい食べ方と
して、天ぷらはもちろんですが、お菓子に使っても美味しいので 1
度お試しください。

ちょっと 気になるお店
日当山無垢食堂
☎0995-56-8615
霧島市隼人町内 1487-1▲

令和元年 11 月創業▲

代表  古川 理沙
★レストラン	 ★物産館

［休］水曜日  ［休］なし
［営］朝  食 8:30~10:30 ［営］8:30 ～ 18:00

ランチ 11:30~15:00
　　 （14:30 オーダーストップ）

［席］・カウンター４席
・テーブル 10 台（24 席）

日当山西郷どん村内にあり、
レストランと物産館が併設されています。

お店のPR
　レストランでは、二十四節気・七十二候に合わせ
て、霧島産の旬の食材を中心にメニューが2週間ご
とに変わります。主菜３種から１つ、副菜７種から
２つ選ぶ一汁三菜セットが人気です。お子様、お年
寄り、妊婦さん、働き盛りの皆さんに、おいしさを
できるだけ素直に味わってもらえるような調理方法
そして毎日でも食べたいと思えるような料理を心が
けています。
　★一押しメニュー!!
　　・一汁三菜セット　　　￥1,100　←オススメ
　　・副菜三種セット　　　￥1,000
　　・副菜全種盛りセット　￥1,500
　物産館では、地元のとれたて野菜やレストランで
作ったお弁当販売・総菜の計り売りも行っていま
す。ぜひ、ご家庭でも無垢食堂の味をお楽しみくだ
さい。

インスタグラム

かぼちゃの
はんぺんチーズ焼き

ガトーパンプキン
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